
＜一般則適用事業者関係＞ 【暫定版】

○各手続欄の「○」は提出必須。「△」は該当する場合のみ提出。
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高圧ガス製造許可申請・変更許可申請
提出書類一覧　兼　チェックリスト

①　高圧ガス製造許可申請書（法5条1項、規則3条）
　・圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が１日100
㎥以上*である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所
ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*第一種ガスは300㎥以上

⑤　製造計画書又は変更明細書

④　公的証明書
（法人の場合）法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
　※法務局から交付を受けた原本を提出すること
（個人事業主の場合）住民票抄本
　※マイナンバーの記載はしないこと。
　※市役所等から交付された原本を提出すること

⑦　事業所全体平面図
　・敷地境界線及び警戒標の設置位置、保安距離等

⑧　高圧ガス製造施設配置図

⑨　製造工程の概要を説明した書面及び図面

③　県証紙（所要額）
　・手数料の額は、製造処理能力に応じて変動します。手数料早見表を県
ホームページに掲載しているので参照ください。
　・申請書（表面）の余白、又は裏面に貼付してください。

②　高圧ガス製造施設等変更許可申請書（法14条1項、規則14条）
　・第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の
工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

※別添【参考例】参照
※遺贈、営業の譲渡または分割により引き続き高圧ガスの製造をしようとす
る者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することがで
きる。
※変更明細書には、上記ア～カのうち変更のあった部分について、記載しな
ければならない。

□

提出書類名

ア　製造の目的、方法

イ　製造する高圧ガスの種類

ウ　処理・貯蔵設備の能力

エ　法第８条第１号（施設設備）の技術上の基準に関する事項

オ　移設等に係る高圧ガス設備にあっては、当該高圧ガス設備の使用の
経歴及び保管状態の記録

カ　製造施設の位置及び付近の状況を示す図面（事業所付近状況図）

エ　法第８条第２号（製造方法）の技術上の基準に関する事項

任意書式
（参考例あり）

⑥　事業所周辺案内図
　※インターネット上の地図や地図帳のコピーで可



○各手続欄の「○」は提出必須。「△」は該当する場合のみ提出。
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□ 〇 △ 任意書式

□ △ △ 任意書式

□ △ △ 任意書式
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□ 〇 △ 任意書式

□ △ △ 任意書式

留
意
事
項

＜申請事業者担当者＞ ＜施工等に関する担当者＞

会社名・所属： 会社名・所属：

氏名（ふりがな）： 氏名（ふりがな）：

電話番号： 電話番号：

e-mail： e-mail：

⑪　機器等一覧表
　・機器名称、機器番号、寸法、材質、内容積、内容物、設計・常用圧力、
設計・常用温度、肉厚など。
　・特定設備、大臣認定品についてはその旨を明記すること。
　※強度計算書や図面等の添付資料と突号できるよう明記すること。

⑭　高圧ガス設備の強度計算書
　・特定設備、大臣認定品（ＫＨＫ検査品）等は省略可

⑩　フローシート又は配管図

⑬　貯蔵設備の概要および貯蔵能力計算書

⑫　処理設備の性能及び能力計算書

⑰　製造施設に応じて、技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
　・ガス設備の図面
　・建屋等の図面（容器置場、計器室、防液堤、障壁等）
　・除害設備、防消火設備、ガス漏えい検知警報設備、電気設備塔の図面及
び仕様等

⑮　耐震設計構造物に係る計算書（次に該当する場合のみ）
　　ア　塔（正接線間５ｍ以上）
　　イ　貯槽（貯蔵能力圧縮ガス300㎥以上、液化ガス3t以上）
　　ウ　配管（耐震告示1条の2第2項）

⑯　高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面

⑱　その他（既存設備を譲り受けた場合）
　・設備等譲渡契約書等の写し
　・直近の保安検査証の写し


